
このため、労働局・ハローワークでは、精神障害、発達障害に関して正しく理解

いただき、職場における応援者（精神・発達障害者しごとサポーター）となってい

ただくための講座を開催します。

◆受講対象 ：

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

● ｢精神・発達障害者しごとサポーター」は特別な資格制度等では
ありません。また、本講座の受講により、職場の中で障害者に
対する特別な役割を求めるものでもありません。

● ｢精神・発達障害者しごとサポーター」の養成は、広く職場にお
ける精神障害、発達障害に関する正しい理解の浸透を図り、精
神・発達障害者にとって働きやすい職場環境づくりを推進し、
「障害者と一緒に働くことが当たり前」の社会になることを後
押しすることを目的としています。

を開催します！

受講申し込みは裏面へ !!

ご留意

ください

職場への
出前講座も
あります

講師が職場に出向きます。また、精神・発達障害者の雇用でお困りのこ
とがあれば、相談できます。

※ 詳しくは、京都労働局職業安定部職業対策課（裏面参照）まで

精神障害、発達障害のある方々の雇用は年々増加しています。

これらの方々が安定して働き続けるためのポイントの一つは「職場において同僚や上司が

その人の障害特性について理解し、ともに働くうえでの配慮があること」です。

e-ラーニング版 を公開しています！
しごとサポーター eラーニング 検索

「まず基礎知識を学びたい」という方はぜひご利用ください。

＜ 障害のある方と共に働く同僚・上司の理解促進のために＞

精神･発達障害者しごとサポーター養成講座

日時：令和５年９月２６日（火）１３:３０～１５:００

場所：ハローワーク京都七条 ３階会議室
（京都市下京区東油小路町８０３）

主に精神・発達障害者と同僚としてともに働いている職員または働く予定となっている
職員（非常勤職員も含む）

公的機関向け

◆内容：「精神疾患（発達障害を含む）の種類」「精神・発達障害の特性」「ともに働くうえでの
ポイント（コミュニケーション方法）」など

講義７５分、質疑応答１５分の予定


